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資料５

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律案

（概要）について

平成15年３月

食 糧 庁

Ⅰ 趣旨

昨年12月にとりまとめられた米政策改革大綱を踏まえ、米の生産・流通

関係者の主体性を重視しつつ安定的な生産・流通を確保する観点から、生

産調整の円滑な推進、適正かつ円滑な流通の確保等に必要な各種の措置を

講ずる。

Ⅱ 概要

(1) 基本指針の策定

① 農林水産大臣は、米穀の需給及び価格の安定を図るため、現在の基本

計画に代えて、需給の見通し、備蓄運営の方針、輸入方針等を内容とす

る基本指針を定めるものとする（第４条第１項、第２項関係 。）

② 基本指針の策定に当たっては、食料・農業・農村政策審議会の意見を

聴くこととするとともに、需給見通しの策定に関し都道府県知事の協力

を求めることができることとする（第４条第３項関係 。）

(2) 生産調整の円滑な推進

① 政府の生産調整施策の基本的な方針として、生産者の自主的な努力を

支援することを旨とするとともに、水田における稲以外の作物の生産の

振興に関する施策その他関連施策との有機的な連携を図りつつ、地域の

特性に応じて行うよう努めることを規定（第２条第２項関係 。）

② 生産出荷団体等が主体的に生産調整を推進するための手法として、生

産出荷団体等が、生産数量の目標の設定方針等を内容とする米穀の生産

調整に関する方針を定め、これを国が認定する制度を設ける（第５条第

１項関係 。）

国及び地方公共団体は生産調整方針の作成及びその適切な運用のため

に、必要な助言・指導を行うよう努めるとともに、当該生産調整に参加

する生産者が過剰米処理に係る無利子資金の貸付けを受けられることと

する（第６条、第７条、第９条第１号関係 。）
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(3) 適正かつ円滑な流通の確保

① 現在の計画流通制度及びその関連制度（自主流通法人の指定、業者登

録制、農産物検査の受検義務等）を廃止し、以下のとおり新たな安定供

給体制を整備する。

② 適正かつ円滑な米流通を支援するため、(2)の②に規定する過剰米処理

に係る無利子資金の貸付け、安定供給の確保に資する売買取引に係る債

務保証等の業務を行う指定法人制度を設ける（第８条から第17条まで関

係 。）

③ 現在の自主流通米価格形成センターを米穀価格形成センター（仮称）

に改称し、取引方法の拡充、売買資格者の規定の整備等を行う（第18条

から第28条まで関係 。）

④ 米穀の出荷又は販売の事業を行う者について、氏名・住所・主たる事

務所の所在地等の届出と帳簿の備付けを義務付ける（第47条、第48条関

係 。）

⑤ 緊急時における政府の対応を再編し、米全体を対象として必要な規制

を行うことができることとする（第37条から第40条まで関係 。）

(4) その他

① この法律は、平成16年４月１日から施行するものとする。ただし、生

産調整の実施に関連する基本指針等は、施行日前に策定すること等がで

きるものとする（附則第１条から第３条まで関係 。）

② (ｱ)18年産又は19年産までの米穀に係る基本指針については、その内容

として(1)の①に掲げる事項のほか地域別の米穀の生産の目標数量を定め

ること、(ｲ)既存の登録業者は届出をしたものとみなすこと、等所要の経

過措置に関する規定を設ける（附則第４条から第13条まで関係 。）
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現行食糧法と改正案との比較

現 行 改 正 案

基 ○国が基本計画を策定 ○国が基本指針を策定
・需給の見通し、生産目標、備 ・需給の見通し、備蓄運営の方本
蓄運営の方針 計画出荷数量 針、輸入方針等を規定（経過計 、 、

計画流通数量、輸入方針等を 期間中は地域別の生産目標数画
規定 量も設定）・
・策定に当たり学識経験者の意 ・策定に当たり審議会の意見を基
見を聴取 聴取本

・需給見通しの策定に関し都道指
府県知事の協力を要請針

○備蓄米買入対象を限定す ○政府の施策推進に当たっ
るために生産調整を法定 て①生産者の自主的努力

の支援、②関連施策との・農業者ごとに定められた面積

有機的連携、③地域特性の水田について転作を実施し

生 の重視の考え方を法定化た者を対象として、政府が備

蓄米を買い入れる仕組み産
調 ○生産出荷団体等が生産調
整 整方針を策定し、国が認

定する仕組み
・国・地方公共団体の指導・助

言

・過剰米処理に係る無利子資金

の貸付け

○計画流通制度・関連制度 ○米穀安定供給確保支援機
構の創設・自主流通法人の指定

・業者登録制 ・過剰米処理に係る無利子資金

・農産物検査の受検義務 等 の貸付け

・安定供給の確保に資する売買流
取引に係る債務保証 等通

制
度 ○自主流通米価格形成セン ○米穀価格形成センター

・取引方法の拡充ター
・売買資格者の規定の整備 等

○原則として計画流通米を ○米全体を対象とした緊急
対象とした緊急時措置 時措置


